
 
 

 

◇計画の期間 令和３年度から令和 12 年度の 10 年間 

◇計画の目的 人と動物との調和のとれた共生社会を実現するための具体的な計画として定め、

致死処分ゼロを究極の目標とする施策を展開していきます。 

◇第３次計画のポイント 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

鳥取県動物愛護管理推進計画（第 3 次）の改定ポイント 

本県の動物愛護管理の現状と課題を整理（前計画の検証） 

現 

状 

○犬猫の収容（引取り）・譲渡・処分の頭数は、前計画の数値目標を達成しました 

 収容・引取り頭数 返還・譲渡率 致死処分頭数 

犬 １６１頭 （３００頭以下） ９１％ （６５%以上） ４頭 （１００頭以下） 

猫 ４４１頭 （９００頭以下） ５２% （１０％以上） １９２頭 （８００頭以下） 

              （注）表の数値は平成３０年度実績。括弧内の数値は前計画の平成３０年度目標値 

○県に収容される動物の約７割を猫（特に飼い主不明の子猫）が占めています 

○犬の狂犬病予防注射の接種率は、近年７４％前後で推移しています 

○猫に関する苦情等の通報が年々増加傾向にあります（令和元年度１，２２８件） 

課 

題 

○飼い主への普及啓発 （終生飼養、繁殖制限措置の実施、逸走防止、所有明示） 

○飼い主不明の猫の収容頭数削減に向けた、猫の繁殖制限対策の推進 

○返還・譲渡促進による致死処分頭数の更なる削減 

○狂犬病予防注射の接種率向上 など 

 

ポイント１ 

【新規・拡充事項】 

○周辺の生活環境の保全（新規・拡充） 

本県の重点施策である飼い主のいない猫対策（不妊去勢手術補助、地域猫活動支援）と、全国的に顕在化している多頭飼育

問題について、新たな具体的施策「周辺の生活環境の保全」として記載。 

○基本方針３「県民と動物の安全確保」、人と動物の共通感染症対策（新規） 

令和２年度における狂犬病の輸入感染症例の発生や、県内初の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）症例の確認など、人と

動物の共通感染症への対策が重要となっていることを踏まえ、「人と動物の共通感染症対策」を新たな具体的施策として追

加し、災害対策と併せて、基本方針３「県民と動物の安全確保」として整理。 

○基本方針４「連携と協働による推進体制の整備」、関係機関等との連携・協働（拡充） 

動物愛護管理をめぐる諸課題を解決するためには、国、地方公共団体等の行政機関、関係団体、ボランティア等の関係者間

の連携・協働が重要であることから、基本方針４として記載を拡充。 

新たに４つの数値目標を設定 

○ 狂犬病予防注射接種率                              ９０％以上 

○ 支援事業を活用した飼い主のいない猫の不妊去勢手術実施頭数   １２００頭以上 

○ 地域猫活動の支援事業を実施する市町村数                 全市町村 

○ 動物愛護推進員の委嘱人数                           40 人 
（注）第３次計画の最終年度（令和１２年度）の目標値を記載しています。 

ポイント３ 

全体構成の見直し ポイント２ 前計画の２つの基本方針・７の具体的施策から、 

４つの基本方針・１１の具体的施策に見直します。 

★：第 3 次計画で新たに追加する基本方針と具体的施策 

基本方針３ 県民と動物の安全確保 

８ 人と動物の共通感染症対策 

９ 災害対策 

基本方針４ 連携と協働による推進体制の整備 

10 関係機関等との連携・協働 

11 計画の推進 

基本方針１ 動物愛護の推進 

１ 動物愛護精神の普及啓発 

２ 動物の収容・引取り数削減への取組み 

３ 動物の返還・譲渡促進の取組み 

 

基本方針２ 動物の適正飼養の推進 

４ 動物の適正飼養の指導・啓発 

５ 周辺の生活環境の保全 

６ 動物取扱業者の監視指導 

７ 実験動物及び産業動物の適正な取扱の推進 


